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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多開口の弁座に対して摺動を行うようにアクチュエータに作動的に連結される、少なく
とも一つの多開口の弁板を備える、流体の流量を制御するスクリーンバルブであって、
　前記弁板は一つ以上の弾性支持要素を介して前記アクチュエータに連結され、
　前記弾性支持要素は、前記弁板と直交する方向における前記弁板のフローティング運動
を許容するように構成され、
　前記一つ以上の弾性支持要素は、前記弁板の平面と直交する方向におけるフローティン
グ運動を許容すると同時に、少なくとも一つの前記弁板を規制して前記弁板の平面におけ
る前記アクチュエータの運動に追従するように構成されることを特徴とするスクリーンバ
ルブ。
【請求項２】
　請求項１に記載のスクリーンバルブにおいて、前記摺動は側方往復運動であることを特
徴とするスクリーンバルブ。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のスクリーンバルブにおいて、前記弁板は前記弁座及び押さえ板
の間に配置されることを特徴とするスクリーンバルブ。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか１項に記載のスクリーンバルブにおいて、前記少なくとも
一つの多開口の弁板は柔軟な板状部材であることを特徴とするスクリーンバルブ。
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【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれか１項に記載のスクリーンバルブにおいて、前記一つ以上の
弾性支持要素は皿バネ要素を含むことを特徴とするスクリーンバルブ。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれか１項に記載のスクリーンバルブにおいて、前記一つ以上の
弾性支持要素は、前記アクチュエータの運動が一つの方向において、前記弁座の平面から
離れるように前記弁板を持ち上げる傾向がある附勢力を発生させるように角度を設けるこ
とを特徴とするスクリーンバルブ。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれか１項に記載のスクリーンバルブにおいて、前記一つ以上の
弾性支持要素は、前記弁板と一体に形成されることを特徴とするスクリーンバルブ。
【請求項８】
　請求項１ないし６のいずれか１項に記載のスクリーンバルブにおいて、前記一つ以上の
弾性支持要素は前記少なくとも一つの弁板に固定的に取り付けられることを特徴とするス
クリーンバルブ。
【請求項９】
　請求項１ないし８のいずれか１項に記載のスクリーンバルブにおいて、前記弁板はアク
チュエータフレームを介して側方往復運動を行うため、前記アクチュエータに作動される
ように接続され、前記アクチュエータフレームは前記一つ以上の弾性支持要素を支持する
ことを特徴とするスクリーンバルブ。
【請求項１０】
　請求項９に記載のスクリーンバルブにおいて、前記アクチュエータフレームは回転点を
有する少なくとも一つの第一の均等のサブフレームを含むことを特徴とするスクリーンバ
ルブ。
【請求項１１】
　請求項１ないし１０のいずれか１項に記載のスクリーンバルブを含む装置において、前
記スクリーンバルブは、前記装置における移動表面上に配置されることを特徴とする装置
。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の装置において、前記スクリーンバルブは、移動ピストン表面上に配
置されることを特徴とする装置。
【請求項１３】
　ガス圧縮設備及びガス膨張設備の少なくともいずれか一方を含む装置において、ガスイ
ンレットバルブ及びガスアウトレットバルブの少なくともいずれか一方は、請求項１ない
し１０のいずれか１項に記載のスクリーンバルブを含むことを特徴とする装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の装置において、前記設備は容積式の設備を含むことを特徴とする装
置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の装置において、前記設備はピストン膨張機及びピストン圧縮機の少
なくともいずれか一方をさらに含むことを特徴とする装置。
【請求項１６】
　請求項１３から１５のいずれか１項に記載の装置において、前記ガス圧縮設備及び前記
ガス膨張設備の少なくともいずれか一方はヒートポンプ及びヒートエンジンの少なくとも
いずれか一方に用いられることを特徴とする装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は全体として、二つの離散空間の間におけるガス及び／もしくは液体の流量を制
御するバルブに関する。特に、本発明はこのようなバルブを組み込む装置とともに、摺動
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できるように構成された弁板を有するスクリーンバルブに関する。特に、本発明は製品の
使用寿命期間にわたって複数及び／もしくは快速な往復運動に耐えることができるスライ
ディングスクリーンバルブの提供に関する。
【０００２】
　用語“スクリーンバルブ”は多開口の板状のバルブ部材が多開口の弁座に位置あわせる
ように移入・移出することで流体を複数の開口部もしくはポートを通して流通することを
許可し、もしくは禁止するバルブを意味していることが意図される。本発明は、弁座に対
しての摺動、例えば、垂直方向において弁座へ取り付ける弁板及び弁座から取り外す弁板
に対しての側方移動もしくは側方運動を受ける板状の部材を有するスライディングクリー
ンバルブに関する。
【０００３】
　本発明に係るスクリーンバルブはエンジン、真空ポンプ、ガス圧縮機、ガス膨張機、ヒ
ートエンジン、ヒートポンプ、他のポンプ、ダクト、パイプ流通状況などの装置に用いら
れる。又、これらはバルブによって隔離された各離散空間内の圧力がある段階において空
間の間の圧力差がないが、他の段階において圧力差があるように変更可能な応用に用いら
れてもよい。
【０００４】
　本出願人の出願である特許文献１は、例えば、側方の往復運動を行うように構成された
柔軟な板状の部材を含むスライディングスクリーンバルブを開示している。板状の部材は
、その柔軟性により、多開口の弁座の表面に合致できる。従って、板状の部材は、バルブ
にわたる差圧に応答し高品質な封止性を提供し、その差圧に応答し閉構造にロックできる
。これは、均圧によって自動的に開口するように設計されている。開時間及び閉時間を最
小化に維持するのは重要であるため、柔軟な弁板は快速に加速され、もしくは減速される
場合、有利である。しかし、これは高加速度及び高減速度応力を発生させるため、長期的
な酷使の場合、内蔵的な柔軟さを有する弁板は引張破損に影響されやすい。
【０００５】
　何れかのスライディングスクリーンバルブにおいて、弁板の移動経路は顕著である。弁
板は弁座に近すぎるように摺動する場合、弁板は磨耗され、及び／もしくは摩擦はバルブ
の作動を遅らせることが可能である。弁板は弁座から離れすぎる場合、弁板はその取り付
け点の周りにおいて適切に封止されていない、及び／もしくは封止圧力によって付加的な
応力は弁板に加えられる可能性がある。
【０００６】
　スライディングスクリーンバルブはその閉位置に弁板を正確に停止させることも望まし
い。その正確性は高ければ、バルブの封止領域はより小さい。従って、より大きい開口領
域は流体の流れに適用できる。固定されたストッパーはバルブに配置されることでその位
置決めを獲得する。しかし、このような位置機構に対して、弁板の任意の突然の停止は弁
板の磨耗をもたらし、特に側方の往復運動のスクリーンバルブの場合において、反発問題
が生じる可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】国際公開第２００９／０７４８００号
【背景技術】
【０００８】
　従って、これはバルブの寿命及び／もしくは効率を向上させる技術特徴を有するスライ
ディングスクリーンバルブを設計することが望ましい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、スクリーンバルブの改善技術もしくはこれに関連する改善技術を提供
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することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は複数の実施様態を含む。一つの実施様態に関して使われ、及び／もしくは定義
された専門用語は、他に別段の定めのない限り、他の全ての実施様態に関して同じ意味を
有しているとみなされる。
　第三実施様態は添付の特許請求の範囲内に含まれるが、第一、第二及び第四実施様態は
もう添付の特許請求の範囲内に含まれない。
　第一実施様態
　もう添付の特許請求の範囲内に含まれない、第一実施様態において、本発明はスクリー
ンバルブを提供する。スクリーンバルブは少なくとも一つの多開口の弁板を有し、開口部
の位置を合わせないように流体の流通を抑制する閉構造及び開口部の位置を合わせるよう
に流体の流通を許可する開構造の間において、多開口の弁座に対して運動軸に沿って摺動
するように構成される。弁板は一配列の開口部を含み、隣接の開口部は長尺状の中間要素
によって互いに分離され、少なくともいくつの中間要素は前記運動軸に対して１５～４５
°の角度を成している。
【００１１】
　スクリーンバルブに運動軸に対して１５～４５°の角度で（長尺状の中間要素のセンタ
ーラインもしくは軸から）穴パターンを分配することによって、弁板は弁座に対して、側
方に移出・移入する時、弁板を通す応力経路は改善される。
【００１２】
　スクリーンバルブは開口部の位置を合わせるか否かのようにバルブを側方往復運動を行
うように構成される場合、中間要素の配置は頻繁なキック‐オフ及び停止と関連する加速
度及び減速度負荷に向上された抵抗を提供するため、寿命も向上される。この特別な場合
においては、スクリーンバルブは柔軟に設計され、及び／もしくはスクリーンバルブは快
速なバルブの往復運動のため、（例えば、アクチュエータへ）作動的に連結される。
【００１３】
　側方往復運動、即ち、側方における弁板の移入・移出運動はリニアもしくは回転運動で
ある。弁板（及び弁座）は平坦状もしくは（例えば、微小な）カーブ状である。後者の場
合において、往復運動は弁板に対して、任意のカーブの方向もしくは垂直の方向のうち何
れかの方向において行う。表面は平面である場合、弁は回転の方式で、例えば、中心回転
点を回して、往復運動を行う。通常、運動は直線の運動軸に沿う直線の往復運動である。
しかし、弁板は通常、自身の（平坦状もしくはカーブ状）平面上に移動する場合、例えば
、弁板が弁座へ接近したり、弁座から離間したりする場合、弁板は微小な傾斜を示す。
【００１４】
　通常少なくとも５０％、好ましくは少なくとも６６％、もしくは少なくとも７５％及び
理想的に、弁板において隣接の開口部を分離する全ての長尺状の中間要素は、前記運動軸
に対して１５～４５°の角度をなす位置で形成される。しかし、運動軸に対して垂直方向
に配置される長尺状の中間要素がある場合及び他の非垂直要素、即ち、例えば、隣接の開
口部を横断して延びるように分離する要素がある場合、少なくとも５０％、好ましくは少
なくとも６６％、もしくは少なくとも７５％及び理想的に、隣接の開口部を横断して延び
るように分離する全ての長尺状の中間要素は１５～４５°の角度を成している。運動軸に
対しての垂直方向に配置された中間要素は無関係である。（例えば、六角形の開口部の列
の近傍に見つける可能性がある）
　角度のある長尺状の中間要素は、３ｍｍより薄いもしくは更に２ｍｍより薄い厚さを有
する弁板において、及び／もしくは幅において１．５ｍｍより少ないもしくは更に１ｍｍ
より少ない長尺状の中間要素において特別に有利である。しかし、往復運動のスピード及
び距離はそれらの臨界値を変更できる要因である。
【００１５】
　一つの実施様態において、開口部の全部領域（例えば、第一及び第二部分は開構造にあ



(5) JP 6309460 B2 2018.4.11

10

20

30

40

50

る場合における開口部の全部領域）はバルブの全部領域の２０％以上、もしくは３０％以
上、もしくは更に４０％以上である。
【００１６】
　一つの実施様態において、開口部の密度（例えば、バルブ表面の単位面積毎の開口部の
数）は１０００／ｍ２より大きい、もしくは２０００／ｍ２より大きい、もしくは更に４
０００／ｍ２より大きい。
【００１７】
　一つの実施様態において、平均な開口部領域はバルブの全部領域の４％より少ない、も
しくは２％より少ない、もしくは１％より少ない。
　一つの実施様態において、開口部の周囲の封止領域はバルブの全部領域の４０％より少
ない、もしくは３０％より少ない、もしくは２０％より少ない。
【００１８】
　一つの実施様態において、バルブは２０ｋｇ／ｍ２の質量より少ない、もしくは１０ｋ
ｇ／ｍ２の質量より少ない、もしくは５ｋｇ／ｍ２の質量より少ない。
　一つの実施様態において、前記配列の開口部は運動軸を横断して延びるそれぞれの開口
部の列を含む。各列は、長尺状の中間要素（例えば、細狭いストナット）によって定義さ
れた開口部を含む。好ましくは、横断方向に延びている固体部分もしくは道路（弁座にお
いて、対応する開口部の列を遮断することが意図される）によって互いが分離される。各
開口部の列は、横断方向に延びている固体の部分もしくは道路、即ち、隣接の開口部を定
義するために、隣接の道路の間において延びる中間要素によって次の列から分離されても
よい。単一列の開口部は、小範囲、快速な弁運動を得るように道路の間において提供され
る。
【００１９】
　一つの実施様態において、運動軸を横断して延びる隣接の開口部を分離する長尺状の中
間要素は、全て前記運動軸に対して２０～４０°の角度をなすことが好ましい。更に、前
記運動軸に対して２５～３５°の角度をなすことが好ましい。
【００２０】
　一つの実施様態において、運動軸を横断して延びる隣接の開口部を分離する中間要素は
前記運動軸に対してそれぞれの一対の＋／－鏡像角度に対応するように互いに対して鏡像
方向において角度を成している。開口部の列において、中間要素は通常、＋及び－鏡像角
度を交代して形成することで均等な分配を提供する。好ましくは、運動軸を横断して延び
る隣接の開口部を分離する配列における全ての中間要素は前記運動軸に対して同様の一対
の＋／－鏡像角度に対応している。
【００２１】
　一つの実施様態において、ランダムに配置するのではなく、中間要素は、一連のベアリ
ング荷重を形成するように、一配列の開口部をわたって互いに関して一列に整列される。
従って、隣接の列における中間要素は、それらがベアリングと同様な負荷線に沿って位置
するように整列される。中間要素を整列することによって、それぞれの中間要素（例えば
、節点）の両端において生じる局部の負荷は整列され、ベアリングの負荷線を提供する。
好ましくは、それらは平行のベアリングの負荷線を形成する。好ましくは、負荷線は互い
に均等に離れている。通常は、運動軸に対して鏡像角度に対応している中間要素によって
定義された応力の鏡像線は、反対方向に対して加速度負荷が加えられた時、均等なベアリ
ング負荷を提供する。
【００２２】
　一つの実施様態において、少なくとも一つの多開口の弁板は柔軟な板状の部材、例えば
、柔軟なプラスチック材料もしくは薄い柔軟な金属シート（例えば、３ｍｍより小さい）
から構成される。
【００２３】
　バルブの材料は様々な材料から構成される。いくつの例はプラスチック（例えば、マイ
ラー（Ｍｙｌａｒ）、ピーク（Ｐｅｅｋ））、構成物（例えば、炭素、ガラス、アラミド
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、（例えば、耐高温の芳香族ポリアミド））、エポキシ、金属（例えば、ステンレスステ
ィール）及びセラミックス（例えば、薄いシリコン炭化物炭素シート）などが挙げられる
。関係のある温度および圧力は、未使用の場合に反対に変形しないことを確保するように
選択された実際の材料に顕著なインパクトを与える。より高い温度の場合、ステンレスス
ティールもしくは高性能の合金は使われてもよい。高温の場合、良好なクリープ抵抗性、
機械強度及び疲労寿命を示す超合金は、特にガスタービンに用いるように開発されており
、かつこれらは通常ニッケルもしくはコバルト基合金である。超合金の例はＩｎｃｏｎｅ
ｌ（商標出願）もしくはＨａｓｔｅｌｌｏｙ（商標出願）を含む。一定の応用において、
材料は他の有利な特性を有するため、クリープ及び塑性変形に悩む材料の利用も有用であ
る。この場合において、クリープ及び塑性変形は、例えば、Ｍｙｌａｒにステンレスステ
ィールを加えるように、局部強度を提供するより強い材料を結ぶことによって克服できる
。バルブの材料（柔軟な板状の部材）はレーザーカット、ウォーターカット、フォトエッ
チ、もしくは他の手段によってカット、形成される。
【００２４】
　前述のように、スクリーンバルブは、例えば、バルブにわたる圧力差に応答し、弁座の
封止面と合致するように十分な柔軟性を有する板状の部材を有してもよい。例えば、この
ような軽量の、柔軟な板状の部材は前記詳細に記載された角度のある中間要素を提供する
。これは加速度及び減速度からの高い慣性力及び／もしくは高圧荷重によりよく耐える。
【００２５】
　柔軟な弁板の場合、開口部のサイズは、柔軟な板状部材が顕著なサッギングがなく、第
二部分において対応する開口部をブリッジすることができるように構成される。更に、開
口部のサイズは、第一部分が閉構造に移入した時、柔軟な弁板が第二部分において、対応
する開口部のリップを捕捉しないことを確保するように構成される。
【００２６】
　長尺状の中間要素は、直線の縁部を有してもよいし、微小なカーブ状の縁部（微小な丸
い穴パッタンを形成する）を有してもよい。又、付加的な強度のため、それらのそれぞれ
の端部において広げてもよい。それらは例えば、一つ以上の六角形、三角形もしくは台形
の開口部を定義してもよい。
【００２７】
　更に応力集中を減少させるため、内半径の穴を微かに丸くしてもよい。一つの実施形態
において、多開口の弁板は丸角部を有する開口部を定義する交差部を凹ませるように広げ
る中間要素を含む。いくつの開口部（少なくとも５０％）もしくは全ての開口部は、中間
要素のそれぞれの節点において応力集中を低減するように丸角部を有することが望ましい
。
　第二実施様態
　もう添付の特許請求の範囲内に含まれない、本発明の第二実施様態によれば、流体の流
量を制御するスクリーンバルブが提供されている。スクリーンバルブは少なくとも一つの
多開口の弁板を含む。弁板はアクチュエータフレームを介してアクチュエータに作動的に
連結し、多開口の弁座に対して摺動する。少なくとも一つの弁板の運動はアクチュエータ
フレームによって制御される。
【００２８】
　スクリーンバルブはアクチュエータの制御の下で、スライディングバルブ運動を受けて
多開口部を弁座と位置あわせるか否かのようにそれぞれ、流体の流れを許可し、阻止する
。多開口のバルブにおいて、距離は相当的に小さい。スクリーンバルブは、開口部と正確
に整列することを維持するように弁板の位置を制御する同時に、開位置及び閉位置の間に
おいて、迅速に移動することが重要である。理想的には、開口部の周りの封止縁部は最小
値に維持される。しかし、閉鎖時のバルブの位置は正しくなければ、バルブは正確に封止
できない。従って、アクチュエータはバルブ開口部に対しての各運動に対応する正確な停
止位置を有する必要がある。アクチュエータフレームは弁板の運動を制御するように用い
られている場合、通常それを支持する同時に（例えば、上、もしくは下、もしくは側面か
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ら）、フレームは位置制御を向上することができる。特に、フレームは、弁板と関わりな
く（通常より弱い）、位置機構（例えば、ストッパ）と相互に作用してもよい。従って、
弁板の縁部のいずれも正常な作動の際に何れか他の表面と接触する必要がない。
【００２９】
　アクチュエータフレームはワンピースもしくは多成分体、骨組みもしくはフレームワー
ク（例えば、ビーム）を含んでもよい。フレームは弁板を大体に覆うように配置されても
よい、もしくは、代わりに、弁板を引っ張ったり、押したりしてもよい（例えば、縁部か
ら）。アクチュエータフレームは、例えば、弁板の対応寸法の少なくとも三分の一、好ま
しくは少なくとも二分の一及び更に少なくとも三分の二の寸法（例えば、運動軸と垂直す
る）において制御され、延びるため、通常に弁板と同様なサイズを有する。しかし、フレ
ームは複数の板を一致に移動／制御するように構成される場合、その用途は有利であり、
上記の寸法はそれぞれ制御中の弁板の全部寸法と関連している。
【００３０】
　用語“アクチュエータ”は弁板の機械運動（この場合において、側方往復運動を行う）
を動かせる駆動装置として最も広い意味で使われている。装置は信号（例えば、電気信号
）を運動に伝達する機構であってもよいし、モータ、変換器、ピストン、電磁石など、及
び、例えば、圧電、空気圧もしくは水圧アクチュエータ（ここでは単に狭い意味で利用さ
れる）、水圧ピストンもしくは電気モータを含むものから選択されてもよい。
【００３１】
　少なくとも一つの弁板は側方往復運動を行うに構成される。弁板はアクチュエータによ
って側方において前後に移動される。これらの制御された移動は弁座に対してリニア（例
えば、弾性リニア）往復運動もしくは回転往復運動であってもよい。弁板及び弁座、通常
は、弁座の上もしくは下から弁板を往復運動させる及び弁座の上もしくは下へ弁板を往復
運動させるとともに、平行に配置された平面を占めるが、任意方向を占める平行面（対応
する方向のフレーム）に取り付けられてもよい。
【００３２】
　好都合には、アクチュエータフレームは複数の弁板の運動を一致に制御してもよい。好
ましくは、アクチュエータフレームは弁板及び弁座を一緒に制御する同時に、複数のより
小さい弁板で弁座の領域を覆う。より小さい板は以下の利点がある。それらは熱効果によ
るねじれになりやすい。熱効果は例えば、弁板の一面にある熱に応答するカッピングもし
くは、単なる熱膨張及び熱収縮などを挙げられる。仮に複数の取り付け点は単一の弁板に
採用される場合、その取り付け点はそれらの間において衝突を発生させ、応力をもたらす
。仮に単なる一つもしくは二つ取り付け点が利用される場合、取り付け点における応力は
弁板の増大に伴い、顕著に増加し、より小さい弁板は板毎により低い慣性応力を有するた
め、各取り付け点において、より低い応力を与えることを意味している。更に、複数の板
は、全てぴったり同じタイミングで停止することは不可能であるため、同時にハードな衝
撃を受けることは不可能である。
【００３３】
　好ましくは、少なくとも一つの弁板はアクチュエータフレームに沿って複数の位置にお
いてフレーム（例えば、支持される）に作動的に連結される。通常、フレームは弁板の重
さを支持しており、その移動をガイドする。しかし、いくつのスライディング配置におい
て、人的な支持が要求されていない。
【００３４】
　アクチュエータフレームに沿う複数の点において弁板を支持することは弁板の回転運動
及び／並進運動を、弁板の位置決めを改善するため、アクチュエータが駆動された運動を
超える範囲で許可する。
【００３５】
　複数の位置はアクチュエータフレームの複数の部分（例えば、点もしくは領域）であっ
てもよい。複数の部分は互いに隔離され、もしくはそれらはアクチュエータフレームの近
傍の部分であってもよい。その近傍の部分はフレームに沿って延びる少なくとも一つの連
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続な領域を形成する。そこで、フレームの複数の部分（例えば、異なる部分）は支持を提
供する。
【００３６】
　類似的に、少なくとも一つの弁板はアクチュエータフレームによって弁板の表面の複数
の位置において作動的に連結される（例えば、支持される）ことが望ましい。同様に、弁
板における複数の位置は弁板の複数の隣接の部分もしくは複数の隔離の部分を指している
。フレームにおける各部分（例えば、ポイントもしくは領域）は弁板において単一の対応
部分（例えば、ポイントもしくは領域）を一対にすることが望ましい。
【００３７】
　上記に示すように、フレームは、弁板をポートに対して正確なポイントにおいて開始し
、停止させるようにバルブにおいてよりよい位置制御を得るように許可している。これは
、フレームによって、弁板を一定程度の自由度を許可し、及びもしくはバルブの環境に依
存することによって他の位置機構と相互に作用する。例えば、弁板は、その自身の運動を
影響する圧力荷重（ガス膨張もしくは圧縮の際に）もしくは慣性荷重（例えば、ピストン
表面などの移動本体に提供される場合）を受ける。アクチュエータフレームはその影響を
適合し／補償するように弁板を自由に支持できる。
【００３８】
　三次元における剛体運動の六つ自由度は、以下の三つ自由度の並進運動及び三つ自由度
の回転運動を含む。
　１．上下方向における運動。（ヒービング）
　２．左右方向における運動。（横運動）
　３．前後方向における運動。（縦運動）
　４．前後方向における傾斜運動。（ピッチング）
　５．左右方向における回転運動。（ヨーイング）
　６．両側における傾斜運動（ローリング）
　この制御された往復運動のほかに、アクチュエータフレーム（他の取り付け部を含む）
は一つ以上の弁板において、一つもしくは二つもしくは三つの回転自由度を許可するよう
に構成されてもよい。フレームは少なくとも一つの弁板においてこのような回転運動を制
御できる。これらの回転運動の何れかは制限のある回転運動であり、例えば、通常は＋２
０°～－２０°まで、及び特に、＋１０°～－１０°までに制限されてもよい。通常、ス
クリーンバルブは、封止の時に（例えば、弁座及その反対側の何れかの押え板は弁板を制
限する）、自身にロールもしくはピッチの安定性を提供しているため、フレームはロール
もしくはピッチの安定性をスクリーンバルブに分け与える必要はない。望ましくは、不整
列により封止故障が生じるため、アクチュエータフレームは弁板の回転をその自己の平面
（ヨー）において制御する。
【００３９】
　アクチュエータフレーム（何れかの取り付け部を含む）は、バルブの平面において制御
された往復運動のほかに、一つ以上の弁板において、併進運動の一つ、二つもしくは三つ
自由度（通常は有限な自由度）を許可するように構成されてもよい。従って、再度不整列
により封止故障が生じるため、アクチュエータの移動方向の法線方向（例えば、板を縦方
向において往復運動をさせる場合の横方向の移動）を除き、アクチュエータフレームは弁
板の平面において一つ以上の弁板の移動を制御する（好ましくは、制限する）ように構成
されてもよい。
【００４０】
　更に、フレームは、弁板及び弁座の分離距離を制御するため、弁板（その平面）と直交
する方向における一つ以上の弁板の移動を制御するように構成される。例えば、フレーム
はフレームにおける一つもしくは複数の回転点もしくはヒンジ点（例えば、首のある湾曲
部）の周りにピッチするように構成され、支持された弁板をその平面と直交する方向にお
いてその平面から持ち上げ、もしくはその平面へ下ろすことを許可する。この場合におい
て、弁板における全ての支持は通常（運動軸に対して）下流側の軸方向の位置にある。代
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替方法として、フレーム及び弁板の間に提供された弾性力支持要素は後述のように利用さ
れる。これらはフレームより小さくて軽い（例えば、より少ない質量）ため、慣性応力を
受けにくい。
【００４１】
　一つの実施様態において、アクチュエータフレームは回転点を有する少なくとも一つの
第一の均等のサブフレームを含む。“均等のサブフレーム”は、連係を通して応力を均等
に分配でき、その中心もしくはその中心点の付近の回転点において回転できる少なくとも
一つの均等のフレーム部材（例えば、ビーム）を含むメカリズムを意味している。従って
、回転点に応力を加えた場合（アクチュエータによる場合）、その反対方向の応力はその
長さに沿って配置された連係によってその均等のフレーム部材に与えられる（この場合に
おいて、サブフレームにおける複数の位置及び弁板における対応位置の間の連結）。この
ようなメカリズムは横木もしくは横木メカリズムとして周知であり、これは、多開口の弁
板を閉構造（成功なバルブ封止のため）及び／もしくは開構造（改善されたバルブ効率／
流通効率のため）において正確に位置を定めることに有効である。
【００４２】
　アクチュエータは平面において、直線的な往復運動を行うように構成される場合、均等
のビームは通常アクチュエータの運動軸と直交する方向に延びる。
　少なくとも一つの弁板はその回転点の周りにおけるサブフレームに沿う複数の位置にお
いて支持され、もしくはサブフレームは弁板を支持するための複数の位置を有する他の部
品を支持してもよい。その回転点は、上述のように、所望の回転自由度を提供するように
何れかの適切な部品、ヒンジ、ジョイントもしくはベアリングから選択されてもよい。例
としては、首のある湾曲部、もしくはヒンジ（例えば、ピンヒンジ）などが挙げられる。
【００４３】
　好ましい実施例において、少なくとも第一の均等のサブフレームは単一の長尺状の軸要
素によってその回転点において支持される。軸要素はサブフレームにロール、及び／もし
くはピッチ、及び／もしくはヨーの運動を許可する。長尺状の要素は首がある平面状もし
くは円柱状の湾曲部であってもよい。この設計は単にサブフレームに対して、制限された
ロール及び／もしくはピッチ、及び／もしくはヨーの運動を許可する。
【００４４】
　第一の均等のサブフレームは一つ以上の下流側の均等のサブフレームを支持する。各上
流側のサブフレームは通常（次の）下流段階において二つもしくは三つのサブフレームを
支持する。望ましい実施例において、全ての上流側のサブフレームは一対の下流側のサブ
フレームを支持する。弁板の数及びサイズによって、二つもしくは三つの全部段階のサブ
フレームは要求される可能がある。
【００４５】
　正確にバルブの位置を定めるため、好ましくは、アクチュエータフレームは、アクチュ
エータの反対の応力に応答し、任意の順番で、それらの所望構造にロックするように構成
されるため一シリーズの均等のサブフレームを含む。
【００４６】
　横木（ｗｈｉｆｆｌｅｔｒｅｅ）（米国では横木（ｗｈｉｐｐｌｅｔｒｅｅ）と呼ばれ
る）は連係を通して応力を均等に分配するメカリズムである。この場合では、正確な位置
においてバルブの全ての停止を確保するように利用される。製作公差のため、堅く保持さ
れた場合、複数のバルブ（例えば、弁板）の停止位置を正確に制御することには困難であ
る。しかし、横木によって引っ張られた場合（もしくは押された）、異なるバルブがその
一つ以上の停止位置に当てる順番に関わらず、それらはそれぞれの一つ以上の停止位置を
接するように完成させる。メカリズムを単に引っ張る場合、全てのバルブはそれらのそれ
ぞれの一つ以上の停止位置を接するように終止しなければならない。その二つの異なるセ
ットのバルブの間の唯一の区別は更に他よりそのメカリズムをすごし引っ張り、もしくは
押さえる必要がある。
【００４７】
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　アクチュエータフレームは、例えば、バルブにおいて、具体的に弁座において、弁板を
正確に位置するように、例えば、所望の閉構造もしくは開構造における位置を確保するた
め、装置における位置機構と相互に作用するように構成される。位置機構は一つ以上の連
係、連結部、ストッパー、障壁、ダンピング機構、係合部など（支台及びストッパー）を
含む。
【００４８】
　一つの実施例において、少なくとも一つの均等のサブフレームは一つ以上の支台もしく
は支台の表面を含む。サブフレームは、閉構造及び／もしくは開弁構造において弁板を位
置させるため、通常対称的に配置され、弁座に提供された対応のそれぞれのストッパーに
接するように構成される。
【００４９】
　位置機構はアクチュエータフレームの運動エネルギーを減衰するためのダンピング機構
を含む。弁板と異なって、フレームのデザインは特に側方往復運動のバルブにおいて、例
えば、ハードストッパーから反発するように表現することを含む位置機構及びダンピング
機構の相互作用に耐えるように本質的に設計される。
【００５０】
　第四実施例に係るダンピング機構に関して、以下のように述べる。例えば、これはアク
チュエータフレームの移動部品の往復運動のストロークの各端部においてダンピングを提
供するように構成される複動発射方式のダンピング機構であってもよい。
【００５１】
　アクチュエータフレームは上述の少なくとも一つの均等のサブフレームを含む場合、少
なくとも一つのダンピング機構は少なくとも一つもしくは全ての均等のサブフレームにお
いて直接に作動することでその運動を減衰するように構成される。ダンピングは局部の部
品のサイズに合わせるように設計されるため、これは連係において応力を低減することが
望ましい。
【００５２】
　第四実施様態において、以下に記載のように、ダンピング機構は衝撃減衰機構を含んで
もよい。
　フレームは薄平坦状の本体もしくはフレームワーク、好ましくはワンピース本体もしく
はフレームワークを含んでもよい。又、フレームは重量低減のため、中空の部分もしくは
カットアウトの部分を有してもよい。フレームは金属、もしくはプラスチックもしくは構
成物から構成されてもよい。フレームは例えば、射出成形、もしくはフォトエッチング、
もしくは水ジェット切断によってワンピース物品として成形されてもよい。
【００５３】
　アクチュエータフレームは単一の弁板、もしくは複数の弁板を一致に支持し、移動する
ように設置された支持構造である。各弁板は二つ以上の支持位置を有し、支持位置は通常
、その重心の中心の周りにおいて対称的に配置され、又、それは通常、運動軸に対してま
さに下流側の軸位置に存在する。
【００５４】
　一つ以上の弁板は中間支持要素を通してアクチュエータフレームによって支持される。
中間支持要素はフレームと一体もしくは別体に形成してもよい、弁板と一体もしくは別体
に形成してもよい。これらはフレームにおけるポイントもしくは領域及び板におけるポイ
ントもしくは領域の間において延びる。これらは堅硬的もしくは弾性的であり、構成上に
おいて分岐されており、固体である。
【００５５】
　望ましくは、弁板は磨耗をもたらす何れかの連結に作用しないようにアクチュエータフ
レームもしくは何れかの中間支持要素と一体に形成され、もしくは固定的に取り付けられ
る。更に、望ましくは、フレームの使用は必要がないとなるため、正常作動の際に、弁板
の縁部は任意の他の表面に触れ合わない。
【００５６】
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　弁板はその自己の平面と直交する方向において、弁板の有限運動を許可するように構成
されるため、一つ以上の弾性支持要素を通してアクチュエータフレームによって支持する
ことができる。弾性支持要素、例えば、皿バネ要素、は他の併進運動の自由度を与え、弁
座及び弁板のそれぞれの平面の分離距離を微細に変更することを許可する。弁板のこのよ
うな“フローティング”は、有効な封止のため、弁板を弁座に十分に近接することを許可
する。しかし、弁座に永遠に近接することを確保できないため、摩擦に遭遇し、磨耗もし
くはより遅いバルブの作動が生じる。弾性支持要素は第三実施様態において、以下のよう
に記載される。
【００５７】
　弁板は側方往復運動のため、弁座及び押え板の間に設置される。アクチュエータフレー
ムは押え板の他の面において配置される（そのため、何れかの支持要素は押え板内の開口
部を通して延びる）。押さえ板の使用は、バルブが弁板の自己の平面と直交する方向にお
ける弁板のフローティング運動を許可するように構成される場合において、特に有利であ
る。弁板のフローティングはアクチュエータフレーム及び／もしくは弾性支持要素の使用
によって容易になる。押さえ板は弁板を保護し、それの面外運動を制限するように構成さ
れ、特に、弁板が弁座に近接するように維持することを強制させる。近接距離は例えば、
弁座の厚さの２倍、もしくは望ましくは弁座の厚さの１倍より更に遠くない、もしくは弁
座の厚さの７５％もしくはちょうど５０％より更に遠くない程度でよい。押さえ板は通常
大体平坦状の本体を含み、通常相対的に薄い材料から構成され、更に、弁板を全体的に覆
うように構成される小孔スクリーンを含む。これは、応力における一シリーズのワイヤ、
一シリーズのキャップを有するスタット、薄いカット金属シート、もしくは金属ウェッビ
ングを含む。
【００５８】
　前述のように、出願人の早期出願ＷＯ２００９／０７４８００では、スクリーンバルブ
は柔軟な板状の部材を有する。スクリーンバルブは閉構造にある時及び閉構造にロックす
る時、弁座の封止表面に結合するように構成される。これは、例えば、バルブにわたる圧
力差に応答し、弁座の封止表面に合致するように構成される。上述のように、アクチュエ
ータフレームを利用して軽量で柔軟な弁板の運動及び位置を制御することに特に有利であ
ることが見出されている。
【００５９】
　望ましい実施様態において、少なくとも一つの多開口の弁板は、柔軟な板状部材である
。有利には、柔軟な板状部材は、封止を提供するように多開口の弁座の表面に（十分に柔
軟的に）合致することができる。
　第三実施様態
　本発明の第三実施様態によれば、多開口の弁座に対して、摺動のために、アクチュエー
タに作動的に接続される少なくとも１つの多開口の弁板を含む流体流量制御用のスクリー
ンバルブが提供される。弁板は、弁板と直交する方向において、弁板のフローティング運
動を許可するように構成される１つ以上の弾性支持要素を介してアクチュエータに接続さ
れる。
【００６０】
　摺動の際に、１つ以上の弾性支持要素は弁板と直交する方向（例えば、その自己の表面
と直交する方向）において、弁板／弁座のスペーシングが変化するように運動もしくは“
フローティング”を許可する同時に、少なくとも一つの弁板はアクチュエータによって、
通常高速で横に移動される。これは、有効な封止のため、弁板を弁座に十分に近接するこ
とを許可する。しかし、弁座に永遠に近接することを確保できないため、摩擦に遭遇し、
磨耗もしくはより遅いバルブの作動が生じる。従って、本発明のスクリーンバルブは、寿
命及び効率な封止性を維持する同時に、快速に開閉できる。
【００６１】
　理想的に、弁板の質量は容量をもたらす圧力荷重を含まないように、なるべく慣性応力
を減少するため低く維持される。弾性支持要素の代わりに、固定支持要素を利用するとと
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もに、弁板及び弁座の間に隙間がある場合、バルブは適合に封止できない、もしくはバル
ブは封止できるが、支持取り付け部の周囲において、弁板及び弁座の間の隙間を局部的に
ブリッジする弁板の材料に応力を発生させる。このブリッジング応力を処理するように期
待される場合、弁板は疲労による寿命低減に苦しむ可能性がある。
【００６２】
　弾性支持配置はガス流量制御バルブに使われることが望ましい（例えば、膨張及び／も
しくは圧縮応用）。支持要素は要求されるように弁板を移動する圧力負荷の変化を許可す
る。バルブの環境に対して薄板弁の温度サイクル及び膨張差が存在する応用において、こ
の支持配置は弁座から固定の空間をわたることが望ましい。
【００６３】
　摺動は側方往復運動であり、弁板はアクチュエータによって前後に移動される。摺動は
、弁座に対してリニア運動（例えば、直線的）もしくは回転運動である。摺動は、開口部
の位置を合わせないように流体の流通を抑制する閉構造及び開口部の位置を合わせるよう
に流体の流通を許可する開構造の間において行う。弁板及び弁座、通常は、弁座の上もし
くは下から弁板を往復運動させる及び弁座の上もしくは下へ弁板を往復運動させるととも
に、平行に配置された平面を占めるが、任意方向を占める平行面（対応する方向のフレー
ム）に取り付けられてもよい。
【００６４】
　一つの実施様態において、一つ以上の弾性支持要素は、弁板の平面と直交する方向にお
けるフローティング運動を許可する同時に、弁板の平面においてアクチュエータの運動に
追従する少なくとも一つの弁板を制約するように構成される。しかし、弾性支持要素は分
離距離を変更することを許可するように微細に湾曲できる。これは、往復運動の際に弁板
を押したり、引っ張ったりするように、及びアクチュエータの運動に追従するように十分
に堅硬である。弁板は弁座に対して、正確に配置されていない場合、弁板及び弁座の間の
空間は正しいとしても、弁板は閉構造において封止することもできない。
【００６５】
　望ましくは、弁において、弁の平面と直交する方向において、弁板のフローティング運
動は弁座の厚さの２００％を超えない、通常は弁座の厚さの１００％を超えない、望まし
くは弁座の厚さの７５％を超えない、及び理想的には弁座の厚さの５０％を超えない程度
である。この程度は弾性支持要素の湾曲特性より制限されてもよいし、もしくは押さえ板
の存在によって制限されてもよい。
【００６６】
　望ましい実施様態において、弁板は弁座及び押さえ板の間に配置される。押さえ板は弁
板を保護し、及び／もしくはその面外運動を制限するように構成される。面外運動は支持
要素によって十分に制限されていない。支持要素は押さえ板において開口部もしくはギャ
ップを通して延びる。押さえ板は通常大体平坦状の本体を含み、通常相対的に薄い材料か
ら構成され、弁板を全体的に覆うように構成される小孔スクリーンを含む。これは応力に
おける一シリーズのワイヤ、一シリーズのキャップを有するスタット、薄いカット金属シ
ート、もしくは金属ウェッビングを含む。
【００６７】
　望ましい実施様態において、少なくとも一つの多開口の弁板は柔軟な板状部材である。
一つの実施様態において、少なくとも一つの多開口の弁板は柔軟な板状部材であって、例
えば、柔軟なプラスチック材料もしくは薄柔軟な金属シート（例えば、３ｍｍより小さい
）から構成される。
【００６８】
　バルブの材料は様々な材料から構成される。いくつの例はプラスチック（例えば、マイ
ラー（Ｍｙｌａｒ）、ピーク（Ｐｅｅｋ））、構成物（例えば、炭素、ガラス、アラミド
、（例えば、耐高温の芳香族ポリアミド））、エポキシ、金属（例えば、ステンレスステ
ィール）及びセラミックス（例えば、薄いシリコン炭化物炭素シート）などが挙げられる
。関係のある温度および圧力は、未使用の場合に反対に変形しないことを確保するように
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選択された実際の材料に顕著なインパクトを与える。より高い温度の場合、ステンレスス
ティールもしくは高性能の合金は使われてもよい。高温の場合、良好なクリープ抵抗性、
機械強度及び疲労寿命を示す超合金は、特にガスタービンに用いるように開発されており
、かつこれらは通常ニッケルもしくはコバルト基合金である。超合金の例はＩｎｃｏｎｅ
ｌ（商標出願）もしくはＨａｓｔｅｌｌｏｙ（商標出願）を含む。バルブの材料（柔軟な
板状の部材）はレーザーカット、ウォーターカット、フォトエッチ、もしくは他の手段に
よってカット、形成される。
【００６９】
　有利には、柔軟な板状部材は、例えば、バルブにわたる圧力差に応答し、封止を提供す
るように多開口の弁座の表面に（十分に柔軟的に）合致することができる。出願人の出願
ＷＯ２００９／０７４８００に開示されたように、軽量のバルブ部材は小さい圧力によっ
て所定位置にロックされ、小さいエネルギーのインプットのため、快速なバルブ運動を提
供するように用いられる。この適合性は、あるバルブ汚染の場合であっても、良好な封止
性を確保することができる。しかし、柔軟な弁板は弁座に近すぎる場合、弁板を移動する
時顕著な磨耗及び摩擦が生じる。弁板は弁座から離れすぎる場合、弁板は弁座に適切に封
止していない及び／もしくは弁板に疲労荷重を与える。このような柔軟な弁板に対して弾
性支持要素を利用してフロートするように配置することは弁板を圧力負荷に応答し、過度
の磨耗がなく、所望位置を採用するように許可する。
【００７０】
　一つの実施様態において、一つ以上の弾性支持要素は皿バネ要素を含み、そのヒンジ、
即ち、通常一つもしくは二つヒンジ端部を有する長尺状の平らな要素の周囲に屈曲が発生
する。他の偏向連結（例えば、電気的、機械的、真空的、磁石的もしくその他）は例えば
、板において作動するコイルバネを有するヒンジ板のようなものも使われてもよい。
【００７１】
　一つの実施様態において、一つ以上の弾性支持装置は、一つの方向におけるアクチュエ
ータの移動が弁座の平面から離れるように弁板を持ち上げる傾向がある附勢力を発生させ
るように角度を設ける。要素は、閉構造から離れる時のアクチュエータの運動は持ち上げ
る附勢力を発生させ、もしくは、閉構造へ近接する時のアクチュエータの運動は持ち上げ
る附勢力を発生させるように構成される。このような附勢力は例えば、慣性力により弁板
を弁座に向かって押えるようとするバルブの移動中において有用である。一つ以上の弾性
支持要素は通常角度のある部分を含む。その角度のある部分は弁板の平面に対して２０°
までの角度に対応している。しかし、この角度は弁板がアクチュエータに近接する度合に
よって変化し、かつ弾性連結部は配置される。
【００７２】
　一つの実施例において、一つ以上の弾性支持要素は弁板と一体に形成される。これは弁
板からカットアウトタブのおかげである。切り取った部分はこの位置において応力を軽減
することを補助する。しかし、これは一部分の有効なバルブ領域を犠牲することを含み、
支持要素は弁板と同様な材料から構成される。
【００７３】
　一つ以上の弾性支持要素は例えば、クランピング、リベッティングもしくは溶接によっ
て、少なくとも一つの弁板に固定的に取り付けられる。何れかのねじれを緩和するため、
弾性支持要素から弁板への連結点の周りにある少なくとも一つの弁板において少なくとも
一つの切り取った部分もしくはスロットは提供される。
【００７４】
　弁板は弾性支持要素と一体に形成され、もしくは固定的取り付けられた場合、磨耗をも
たらす何れかの連結において何らかの作用はない。さらに、好ましくは弁板の縁部のいず
れも磨耗を最小化するため、正常な作動の際に何れかの他の表面と触れ合わない。
【００７５】
　例えば、弁板はその重心付近において配置された単一の支持要素によって支持される場
合かつ複数の支持要素は提供される場合、望ましくは、これらは重心の周りに対称的に配
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置される。
【００７６】
　一つの実施例において、側方往復運動のため、弁板はアクチュエータフレームを介して
アクチュエータへ作動的に接続される。アクチュエータフレームは一つ以上の弾性支持要
素を支持する。
【００７７】
　第二実施様態に係るアクチュエータフレームは、上記に記載された何れかの技術特徴を
含む。特に、アクチュエータフレームは回転点を有する少なくとも一つの第一の均等のサ
ブフレームを含む。アクチュエータは平面において直線往復運動するように構成され、均
等のビームは通常アクチュエータの運動軸と直角を成して延びる。
　第四実施様態
　もう添付の特許請求の範囲内に含まれない、第四実施様態において、本発明は多開口の
弁座に対して摺動するように構成される少なくとも一つの多開口の弁板を含み、流体流量
を制御するスクリーンバルブを提供する。弁は摺動の初期状態及び／終了状態は少なくと
も一つのダンピング機構によって減衰するように構成される。このような機構を提供する
ことによって、弁板のキック‐オフ及び停止はバルブ寿命を向上するように緩和される。
【００７８】
　多開口のバルブにおいて、距離は相当的に小さい。弁板は多開口部を弁座と位置あわせ
るか否かのように往復バルブ運動（例えば、回転もしくはリニア）を受ける。これらは快
速で頻繁であるため、ダンピング機構の利用は寿命の向上にとって特に望ましい。さらに
、特に閉位置にロックする際に、弁板が反発することが可能であるため、ダンピングは望
ましくない反発を低減し、バルブの封止を改善することができる。バルブは正確に封止さ
れていない、関連ガス漏れがあるため、これは望ましくない。
【００７９】
　少なくとも一つの多開口の弁板は摺動、特側方往復運動のため、アクチュエータに作動
的に接続される。
　少なくとも一つの多開口の弁板はアクチュエータフレームを介してアクチュエータへ作
動的に接続され、少なくとも一つの弁板の運動はアクチュエータフレームによって制御さ
れる。アクチュエータ及び／もしくはフレームは他の実施様態において、上記のように記
載される。
【００８０】
　スクリーンバルブは、開口部と正確に整列することを維持するように弁板の位置を制御
する同時に、開位置及び閉位置の間に移動することが重要である。理想的には、開口部の
周りの封止縁部は最小値に維持され、閉鎖時のバルブの位置は正しくなければ、バルブは
正確に封止できない。従って、アクチュエータはバルブ開口部に対しての各運動のために
、正確な停止位置を有する必要がある。アクチュエータフレームは弁板を制御し、支持す
るように利用される場合（例えば、上もしくは下もしくは側方から）、正確な位置設定を
容易にすることができる。フレームは、例えば、弁板を含まない（通常たくましくない）
ダンピング及び／もしくは位置機構（例えば、ストッパー）と相互に作用する。従って、
弁板の縁部のいずれも正常な作動の際に何れか他の表面と接触する必要がない。さらに、
単一のフレームは一緒に複数の弁板を制御（減衰）できる。
【００８１】
　望ましくは、少なくとも一つの弁板はアクチュエータフレームに沿った複数の位置にお
いて支持され、さらに類似的には、少なくとも一つの弁板は他の実施様態において、記載
されたように、弁板の表面における複数の位置においてアクチュエータフレームによって
支持されることが望ましい。
【００８２】
　アクチュエータフレームは正確に弁板を位置設置するため、例えば、所望の閉もしくは
開構造において位置設定するため、装置において、例えば、バルブにおいて、具体的に弁
座において、位置機構と相互的に作用するように構成される。位置機構は一つ以上の連係
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、連結部、ストッパー、障壁、ダンピング機構、係合部など（支台及びストッパー）を含
む。
【００８３】
　少なくとも一つのダンピング機構は、その運動を減衰するため、アクチュエータフレー
ムにおいて直接的に作動するように構成される。従って、弁板の摺動の初期状態及び／終
了状態が減衰され、選択的に位置機構の一部を構成する。
【００８４】
　一つの実施様態において、アクチュエータフレームは回転点を有する少なくとも一つの
第一の均等のサブフレームを含み、少なくとも一つのダンピング機構はその運動を減衰す
る少なくとも一つの均等のサブフレームに直接的に作用にするように構成される。“均等
のサブフレーム”は連係を通して均等に分配できる応力を有し、その中心もしくはその中
心点の付近において回転できる少なくとも一つの均等のフレーム部材（例えば、ビーム）
を含むメカリズムを意味している。従って、回転点に応力を加えた場合（アクチュエータ
による場合）、反対方向の応力は、その長さに沿って配置された連係を介してその均等の
フレーム部材に与えられる（この場合において、サブフレームにおける複数の位置及び弁
板における対応位置の間の連結）。このようなメカリズムは横木もしくは横木メカリズム
として周知であり、これは、閉構造（成功なバルブ封止のため）及び／もしくは開構造（
改善されたバルブ効率／流通効率のため）において多開口の弁板の位置を正確に設定する
ことに有効である。しかし、このようなメカリズムに固有である自由度は望ましくない振
動／反動を起こす。従って、このような均等のサブフレームと併せてダンピング機構を利
用することは望ましい。
【００８５】
　第一の均等のサブフレームは一つ以上の下流側の均等のサブフレームを支持する。各上
流側のサブフレームは通常（次の）下流段階において二つもしくは三つのサブフレームを
支持する。望ましい実施例において、全ての上流側のサブフレームは一対の下流側のサブ
フレームを支持する。弁板の数及びサイズにより、二つもしくは三つの全部段階のサブフ
レームは要求される。好ましいくは、正確にバルブの位置を定めるため、アクチュエータ
フレームは、アクチュエータの反対の応力に応答し、最も最下流のサブフレームを開始し
て、順次にそれらの所望構造にロックするように構成される一シリーズの均等のサブフレ
ームを含む。
【００８６】
　一つの実施様態において、少なくとも一つの均等のサブフレームは一つ以上の支台もし
くは支台の表面を含む。サブフレームは、閉構造及び／もしくは開弁構造において弁板を
位置させるため、通常対称的に配置され、弁座に提供される対応のそれぞれのストッパー
に接するように構成される。フレームは第一の均等のサブフレーム及び／もしくは一つ以
上の下流側の均等のサブフレームを含む場合、ダンピング機構は全てのサブフレーム、も
しくは単なる弁板（例えば、最も下流側のサブフレーム）を支持するサブフレームと相互
作用するように提供される。このような均等のサブフレームは一つ以上の支台もしくは支
台の表面を含む。サブフレームは、閉構造及び／もしくは開弁構造において弁板を位置さ
せるため、通常対称的に配置され、弁座に提供される対応のそれぞれのストッパーを接す
るように構成される。さらに、サブフレームは、通常、関連のダンピング機構と相互作用
するように構成される。
【００８７】
　弾性支持要素、例えば、皿バネ要素は、他の併進運動の自由度を与え、弁座及び弁板の
それぞれの平面の分離距離を微細に変更することを許可する。弁板のこのような“フロー
ティング”は、有効な封止のため、弁板を弁座に十分に近接することを許可する。しかし
、弁座に永遠に近接することを確保できないため、摩擦に遭遇し、磨耗もしくはより遅い
バルブの作動が生じる。弾性支持要素は他の実施様態において、上述のように記載される
。
【００８８】
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　望ましい実施様態において、弁板は弁座及び押え板の間に設置される。アクチュエータ
フレームは押え板の他の面に配置される。押え板は他の実施例において、上述のように記
載される。
【００８９】
　望ましい実施様態において、少なくとも一つの多開口の弁板は柔軟な板状部材である。
弁板は磨耗及び損害に影響を受けやすいため、ダンピング機構の利用は特に有利である。
柔軟な板状部材は他の実施例において、上述のように記載される。
【００９０】
　望ましい実施様態において、スライディングスクリーンバルブは衝撃減衰機構を含み、
衝撃減衰機構において、摺動を意図したバルブの部品は静的な衝撃表面に接するように構
成され、少なくとも一つのダンパーマスは部品の運動を減衰するように提供される。この
メカリズムは、少なくとも一つのダンパーマスを衝撃表面及び近接する部品の間において
行ったり、来たり弾むようにさせるため、その部品が初期位置において少なくとも一つの
ダンパーマスと衝突する衝撃表面に接するように構成される。近接する部品はその速度を
落とす部品とともに、一シリーズの衝突を受ける。衝撃表面はダンピングの際に静止的に
維持するように構成され、これはバルブもしくは装置の周囲の一部である。一シリーズの
衝突は衝撃表面及び近接する部品の間において（シリーズで及び／もしくはそれらと平行
するように作動する）行ったり、来たり弾む単一のダンパーマスもしくは複数のダンパー
マスを含む。複数のダンパーは複数の丸いダンパーマスもしくは複数の弾性の片持ち梁を
含む。
【００９１】
　通常、移動部品はリニアもしくは回転、側方往復経路に追従するように構成される。こ
の場合においては、ダンピング機構は、移動部品の往復ストロークの各端部において、ダ
ンピングを提供するように構成される複動発射方式のダンピング機構である。
【００９２】
　好都合には、ダンピング機構は往復ストロークの各端部において、移動部品の運動を減
衰するように構成されるその普通のダンパーマスを含む。
　一つの実施様態において、摺動を意図したバルブの部品はアクチュエータフレームもし
くは均等のサブフレームである。
【００９３】
　ダンピング機構は再利用のため、初期位置において少なくとも一つのダンパーマスの位
置を再設定するリセット機構を含む。ダンピング機構は少なくとも一つのダンパーと本体
との衝撃及び/もしくは少なくとも一つのダンパーと少なくとも一つの凸状の表面を含む
衝撃表面との衝撃を発生させるように構成される。
　全ての実施様態
　その四つ実施様態のうち何れか一つもしくはそれ以上の実施様態において本発明の応用
は考えられる。一つの特別な応用はガス圧縮／膨張装置に用いられるインレットもしくは
アウトレットバルブとしてこのようなスクリーンバルブの使用である（高い圧力負荷が存
在する）。これはピストン圧縮機もしくはピストン膨張機のような容積式装置を含む。又
、これはシリンダヘッドバルブ、シリンダ壁バルブ及びピストン表面バルブを含む。この
ような場合において、バルブは移動ピストンの表面のような移動表面に位置される（高い
慣性応力が存在する）。特に、このようなバルブはヒートポンプ／ヒートエンジンのピス
トン膨張／圧縮アセンブリにおいて使われる（高いもしくは低いもしくは循環温度が存在
する）。このようなピストンアセンブリは出願人の早期出願ＷＯ２００６／１００４８６
には例として記載される。
【００９４】
　本発明のバルブはポンプ式のヒート電気エネルギー貯蔵システムのヒートポンプ／エン
ジンにおいて有利に使われる。特にこのシステムにおいては、バルブは通常それらを交換
する有限なアクセスの場合、多年にわたって快速で頻繁な往復運動を受けるように要求さ
れる。このようなシステムは、例えば、出願人の早期出願ＷＯ２００９／０４４１３９に
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記載される。
【００９５】
　例えば、ガス圧縮／膨張ピストンアセンブリの可動なピストン表面において、弁板は３
００フル往復運動／毎分、もしくはちょうど６００フル往復運動／毎分を超える程度の頻
繁な往復バルブ運動に耐える必要がある。ヒートポンプ／ヒートエンジンにおいて、例え
ば、ポンプ式のヒート電気エネルギー貯蔵システム（Ｐｕｍｐｅｄ Ｈｅａｔ Ｅｎｅｒｇ
ｙ Ｓｔｏｒａｇｅ Ｓｙｓｔｅｍ，ＰＨＥＳ）に用いられる場合、バルブのデザインは３
００°より高い、特に４５０°及び‐５０°より低い、特に、－１００°より低い運転温
度に耐える。さらに、ＰＨＥＳにおいて、まれのバルブサービス／交換を確保するため、
弁板の寿命は２年を超える程度が要求される。
【００９６】
　従って、本発明はさらに上述（例えば、その四つ実施様態の何れかにおいて）の何れか
のスクリーンバルブを含む装置を提供する。特に、その装置において、スクリーンバルブ
は装置の移動表面、選択的に移動ピストン表面に配置される。これは、さらにガス圧縮及
び／もしくは膨張設備を含む装置において提供される。その設備において、少なくとも一
つのインレット及び／もしくはアウトレットバルブは上述のようなスクリーンバルブを含
む。ガス圧縮及び／もしくは膨張設備はヒートポンプ及び／もしくはヒートエンジンに組
み込む。本発明はさらに上記装置の何れにおいてこのようなスクリーンバルブの利用を提
供する。
【００９７】
　本発明は、さらに組み合わせる可能な範囲内において、当業者より理解できる上述の技
術特徴の何れかの新規性及び進歩性の組み合わせを提供する。特に、上記の四つの実施形
態の何れかの一つからの技術特徴は、このような技術特徴が選択的もしくは両立しないよ
うに明確に開示されている場合を除き、何れかの上記の実施形態に組み込まれてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００９８】
【図１ａ】従来技術のスクリーンバルブの柔軟なスライディング多開口の弁板の一部分を
示す概略図。
【図１ｂ】開構造における対応弁座を覆う弁板の一部分を示す概略図。
【図２】本発明の第一実施様態に係るスクリーンバルブの多開口の弁板を示す平面図。
【図３】本発明に係る代替のスクリーンバルブの多開口の弁板を示す平面図。
【図４】多開口のスクリーンバルブを含む複動式移動ピストンアセンブリを示す概要図。
【図５ａ】本発明の第一実施様態に係る弾性支持要素を有するスクリーンバルブの平面概
要図。
【図５ｂ】本発明の第一実施様態に係る弾性支持要素を有するスクリーンバルブの側面概
要図。
【図６ａ】本発明の第一、第二、及び第三実施様態に係るスクリーンバルブの配置を示す
分解斜視図。
【図６ｂ】本発明の第一、第二、及び第三実施様態に係るスクリーンバルブの配置を示す
分解概要図。
【図７】図６ａ及び図６ｂのスクリーンバルブ配置を示す平面図。
【図８】可能な回転自由度を示す図６のアクチュエータフレーム２１８を示す概要図。
【図９】本発明の第二実施様態に係る代替のアクチュエータフレームを示す平面図。
【図１０】位置及びダンピング機構を含む本発明の第二及び第四の実施様態に係る更なる
アクチュエータフレームを示す平面図。
【図１１】代替の位置及びダンピング機構を含む本発明の第二及び第四の実施様態に係る
更なるアクチュエータフレームを示す平面図。
【図１２ａ】本発明の第二の実施様態に係るアクチュエータフレームを有する更なる代替
のスクリーンバルブ配置を示す平面図。
【図１２ｂ】本発明の第二の実施様態に係るアクチュエータフレームを有する更なる代替
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のスクリーンバルブ配置を示す平面図。
【図１３ａ】図１１に示されたメカリズムに類似し、第四実施様態に係るアクチュエータ
を減衰する撃発ダンピング機構を示す透視図。
【図１３ｂ】図１１に示されたメカリズムに類似し、第四実施様態に係るアクチュエータ
を減衰する撃発ダンピング機構を示す側面図。
【図１４】図１０に示されたメカリズムに類似し、第四実施様態に係るアクチュエータフ
レームアームを減衰する撃発ダンピング機構を示す透視図。
【発明を実施するための形態】
【００９９】
　図１ａ及び図１ｂを参考すると、これらは先行文献ＷＯ２００９／０７４８００に開示
されたバルブのデザインを示す。図１ａは薄くて柔軟な弁板１０の一部を示す。弁板１０
は、運動軸（矢印Ａ）に対して垂直方向に延びる開口部２０の個々の列３０を含む。従っ
て、列に対して垂直方向に延びる平行な中間要素もしくはストラットによって、各列にお
ける開口部は互いから離間されている。
【０１００】
　図１ｂは開口構造において、開口部の位置を合わせるように弁座２２を覆うように配置
された弁板１０を示す。開口構造及び閉口構造において、弁座に対して弁板１０を精密な
位置に配置するのは重要である。精密な位置配置は、弁板における補強部分３８に提供さ
れた長尺状のスロットによって実現できる。弁板は、運動方向の各端部において弁座２２
により提供されたハードなストッパー３６と滑り合っており、互い突き当たっている。
【０１０１】
　このような中間要素の設計は通常に使用されている弁板にとって何ら問題がないが、多
用されている弁板もしくはいくつの柔軟な弁板に対して、中間節点に過度な局部曲げ応力
を与えるため、平行なストラットの交差点もしくは節点において故障を起こしやすいこと
が発見される。
【０１０２】
　図２に参考すると、本発明の第二実施様態によれば、これは、弁座に対して、運動軸Ａ
に沿ってリニアに往復運動を意図している平らで柔軟なプラスチック製の弁板を示す。弁
板はステンレススティールもしくは高温合金からなる薄金属板から構成されてもよい。
【０１０３】
　弁板５０は大幅通路８０により空けられた二列７０に配置された台形のポート６０の配
列（上下向きを交代している）を有する。運動軸（矢印Ａ）を横断する列内に延びるポー
ト６０は、運動軸に対して約４０°の浅い角度をなす角度に対応している薄長尺状のスト
ラットによって定義される直辺を有する。
【０１０４】
　弁板はその運動軸に沿って前後方向に往復運動をさせる場合、スクリーンバルブの応力
分配及び疲労特性は著しく向上される。そこでストラットは前記運動軸に対して１５～４
５°の浅い角度をなす角度に対応している。更に、任意に配置することではなく、配列に
わたるストラットは全て、運動軸に集中する力線を定義するように連続な列の間において
お互いに整列される。従って、それぞれの中間部（例えば、節点において）の両端に生じ
た局部応力は一列に並べることでベアリングの力線を提供する。この板において、運動軸
に沿う両方向において加速度応力が加えられたため、運動軸に対して鏡像角度に対応する
中間部によって定義された鏡像力線は、ベアリングに均等な応力を提供する。
【０１０５】
　ストラットは広げて交差部を凹ませ、丸い隅部を有する直辺のポートを提供し、更に応
力の分配を補助する。
　弁板５０（及び弁座）は緩く湾曲した平面板（平らな平面板と反対する）であって、曲
線の方向による直線もしくは回転往復運動を受ける。
【０１０６】
　図３を参考すると、これは、シングル幅の道路によって離間されたシングル列１１０の
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形で配置された三角ポート１００の配列（上下向きを交代している）を有する代替の柔軟
なプラスチック製の弁板９０を示す。弁板はステンレススティールもしくは高温合金から
なる薄金属板（例えば、堅いもしくは柔軟である）から構成されてもよい。
【０１０７】
　運動軸（矢印Ａ）を横断する列内に延びる隣接のポート１００は、運動軸に対して＋１
５°～－１５°の浅い鏡角度をなす角度に対応している薄長尺状のストラットによって定
義された直辺を有する。図３に示すように、ストラットはそれぞれの配列の列にわたって
並ぶことで運動方向への鏡像角度の両側においてベアリング１３０の平行な力線を提供す
る。
【０１０８】
　図４は複動式移動ピストンアセンブリの概要図を示す。これは例えば、ヒートポンプ及
び／もしくはヒートエンジンに利用されてもよいし、往復運動の多開口のスクリーンバル
ブに織り込まれてもよい。ピストンアセンブリはアクティブな上部ピストン面１６０と下
部ピストン面１６０’を含み、各ピストン面は外向きに配置された多開口の弁座１８０及
び内向きに配置された可動で柔軟な多開口の弁板１７０を提供する。各ピストン面は押え
板フレームワーク１７４によって覆われている。弁板１７０は、スプリング機構もしくは
アクチュエータ１９０によって、弁座１８０に対して、進入方向もしくは進出方向におい
て側方往復運動をさせられる。弁座１８０は、弁板に配列された開口部を通して流体が流
れる開口位置と、開口部が閉塞されており、流体の流れが遮断される閉口位置との間に配
置される。
【０１０９】
　この弁板は、移動できるピストン面に配置された弁板に起因するガス圧力荷重及び慣性
荷重を変更するとともに、頻繁な駆動された開口運動及び閉口運動と関連する加速度応力
及び減速度応力に耐える必要がある。従って、弁板の開口部は本発明の第一実施様態よる
角度のある開口部に代える場合、このような側方往復運動を行うスクリーンバルブの耐久
性が向上される。
【０１１０】
　図５ａ及び図５ｂは本発明の第二実施様態に係るスクリーンバルブを示す。これによっ
て、弁板は弁座に対して浮くことができる。
　三角形の多開口部の弁板２００（ポートは図示せず）は弾性力のある連結手段２０４に
よって支持されている。連結手段２０４は、重心においてもしくは重心の付近において溶
接もしくはリベット結合によって弁板に接合されるスプリット湾曲である（その重量を低
減するため）。湾曲な取り付け部の付近において、弁板２００はカッタウェイ部分２０６
を提供することで弁板において、全ての応力及び変形を解放する。湾曲部２０４は直接に
アクチュエータアーム２０２に結合される（例えば、取り付けられる）ことで、弁座２０
８に対して弁板を側方往復運動させる。
【０１１１】
　湾曲部２０４は、弁座及び弁板の間における空間が微細に変更することを許容するよう
に弾性的に湾曲できる。このような弁板２００のフローティング構造は、有効な封止（例
えば、流体圧の影響の下）のため、弁座２０８に十分的に近接することを許容する。しか
し、弁座に永遠に近接することを確保できないため、摩擦に遭遇し、磨耗もしくはより遅
いバルブの作動が生じる。バルブの環境（例えば、弁板を弁座から離せるガス圧力の荷重
）に依存し、そのデザインもしくはアクチュエータアーム２０２及び弁板２００の間に配
置された中間保持板の使用によって湾曲部の湾曲程度を制限する必要がある。しかし、こ
のように設計は湾曲部のパスを妨げない。
【０１１２】
　図５ｂに参考すると、これは弁座２０８の閉口構造における弁板を示す。湾曲部２０４
は三つの部分からなる平らなバネ要素から構成され、その中間部分は水平に対して約２０
°の角度を成しており、その角度はバルブがフレームに近接する程度によって定められる
。従って、閉口構造から離れるアクチュエータアームの移動は弁板のキックオフを補助す
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るリフティング付勢力を発生させる。このような付勢力はガス圧力荷重もしくは慣性荷重
（例えば、作動中の弁において）を克服することには有用である。そうでなければ、駆動
的な移動を妨げることが可能である（例えば、キックオフもしくは停止）。
【０１１３】
　図６ａは本発明の第一、第二及び第三実施様態に係るスクリーンバルブの配置の分解立
体図を示す。これはヒートポンプの作動ピストンのアクティブなピストン面における応用
に適用している。
【０１１４】
　本実施例において、ツイン弁板２１４はアクチュエータに取り付けられた単一のアクチ
ュエータフレーム２１８によって制御し支持されている。ツイン柔軟な弁板２１４は単一
の弁座２１２に対して矢印方向において、同時に側方往復運動を行うように構成される。
本発明の第一実施様態によれば、弁板２１４はベアリング負荷の改善のため、角度のある
中間部によって分離される単列の複数の三角形のポートを提供しており、これらの配置は
図３に示されている。
【０１１５】
　本発明の第二実施様態によれば、各弁板２１４は一対の皿バネ要素もしくは湾曲部２１
６によって支持される。バネ要素もしくは湾曲部２１６はそれぞれに、弁板２１４及びア
クチュエータフレーム２１８に溶接されている。固体の湾曲部２１６は十分に硬いため、
アクチュエータに押し／引っ張り応力を伝達することができる。一方、湾曲部２１６は十
分な弾性を有するため、弁板を弁座２１２から様々な距離が離れてフロートすることを許
容する。図６ｂに示すように（簡単にするため、図６ａから省略した）、湾曲部２１６は
開口のメッシュ保持板２２２を貫通することでフローティング運動を制限する。湾曲部２
１６は角度のある部分を設けることでリフティング付勢応力を提供する。
【０１１６】
　第三実施様態に係る本発明のアクチュエータフレーム２１８は、平坦な細長尺状の要素
２１３によってその中心回転点において支持された横ビーム２１５を含む第一の均等のサ
ブフレームもしくは横木フレームを含む。平坦な細長尺状の要素２１３は両端において絞
られ、アクチュエータフレームに取り付けられる（図示せず）。第一の横木フレームの横
ビーム２１５の両端のぞれぞれは横木フレームの略下流方向に支持されている。一つは各
弁板２１４を支持し制御している。各フレームは、一対の湾曲部が溶接された横ビームを
中心的に支持する首のある細長尺状の要素を含む。全ての要素及び横ビームは重量低減の
ため、カットアウト部分を有している。
【０１１７】
　ストッパー２２０は弁座２１２の上にある固定構造に取り付けられる（図示せず）。弁
座２１２は横ビームの端部にわたって配置され、反対の支台表面を提供する。反対の支台
表面は、各横ビームの端部（それぞれの弁板を支持する）を弁の開位置及び閉位置におい
て停止させる。
【０１１８】
　図８を参考すると、これは図６のアクチュエータフレーム２１８に対して、可能な回転
自由度を示す。駆動された往復運動の他に、首のある要素は回転中心（ヨー）の周りのそ
れらの平面において横ビームを回転させることを許容する。これは、各横ビームに設けら
れた湾曲部は同様に、それぞれの弁板においていくつの回転運動を発生させることを意味
している。図６に示された実施例において、横ビーム及び首のある要素は、それらがヨー
及び往復運動から離れる有限な移動を有するように正常に制限される（例えば、ベアリン
グ、グルーブなどによって）。他の構成において、例えば、堅硬な連結部を用いて、要素
の首のある部分も、フレームのピッチングもしくは他の縦運動をもたらすことができる。
【０１１９】
　図７に戻ると、これは図６のスクリーンバルブの完全なアセンブリ状態の配置を示す（
支持プレートを除く）。作動中において、アクチュエータフレーム２１８は制御されてい
るアクチュエータの運動を弁板へ伝達させる。弁板は運動の方向においてフレームの運動



(21) JP 6309460 B2 2018.4.11

10

20

30

40

50

を密接に追随する。本実施例において、望ましくは、弾性力のある連結は、弁板を上下に
運動させる。平坦な細長尺状の要素２１３はそれぞれ長尺状の密閉なチャンネルにおいて
スライド可能に取り付けられている。これは前後運動（往復運動の方向）以外の全ての方
向における運動を制限し、有限なヨー運動及び側フロートを許容することが望ましい。横
ビーム２１５も前後運動（往復運動の方向）及びヨー以外の全ての方向における運動を制
限し、下流側の部品からのヨー運動に応答して横向きにフロートするための有限な空間を
有する。垂直運動は上側及び下側のガイド表面によって制限されてもよい（図示せず）。
【０１２０】
　アクチュエータフレームの利用は弁板の精密な位置設定を許容することによって、バル
ブ効率を向上するように封止領域を最小化にすることを許容する。一シリーズの均等のサ
ブフレームは、弁板が任意順番でストッパー２２０に対してそれらの所望の開構造もしく
は閉構造において閉鎖するようにアクチュエータフレームにわたってアクチュエータ応力
を均等に分配することができる。実質的に、個々の横ビームの旋回運動は、何れかの微小
なずれを自動的に修正し、弁板がいつも正確な開位置もしくは閉位置を見つけるように許
容する。これは非常に高いレベルの精密度を要求しないアセンブリを許容する。
【０１２１】
　弁板の縁部の何れかも任意表面と干渉しないが、代わりに、横ビームは位置機構２２０
と干渉しているため、アクチュエータフレームの利用も弁板の磨耗を抑制する。多段式の
アクチュエータフレームの利用も、より小さい弁板を許容する。この弁板は、それぞれの
横木フレームの制御の下で、更に単一のアクチュエータによって制御されることで、独立
に移動可能である。より小さい弁板の利用は、たくさんの他の顕著な利益を提供する。よ
り小さい弁板は熱効果によるねじれになりやすい。熱効果は例えば、弁板の一面にある熱
に反応するカッピングもしくは、単なる熱膨張及び熱収縮などが挙げられる。仮に複数の
取り付け点は単一の弁板に採用される場合、その取り付け点はそれらの間において衝突を
発生させ、応力をもたらす。仮に単なる一つもしくは二つ取り付け点が利用される場合、
取り付け点における応力は弁板の増大に伴い、顕著に増加し、より小さい弁板は板毎によ
り低い慣性応力を有するため、各取り付け点において、より低い応力を与えることを意味
している。更に、複数の板は、全てぴったり同じタイミングで停止することは不可能であ
るため、同時にハードな衝撃を受けることは不可能である。
【０１２２】
　図９は本発明の第二実施様態に係る、よりシンプルなアクチュエータフレーム２３０の
平面図を示す。フレームはアクチュエータアーム２３８に取り付けられ、柔軟な連結部２
３２によって単一の弁板を支持する。この場合において、屈曲のフレームワークではなく
、フレームは、位置ストッパーと干渉する支台表面２３４が提供された固体の長方形の本
体２３０である。又、いくつの旋回運動（ヨー）は精密な位置設定のために選択可能なピ
ンヒンジ２３６の周りにおいて許可されるが、フレームは自己の上下運動を許可しない。
【０１２３】
　図１２ａは本発明の第二実施様態に係る他のアクチュエータフレーム２７０の平面図を
示す。これは単一の弁板を支持している。この場合において、フレーム２７０は単一の横
木フレーム２７４を含む。横木フレーム２７４は弁板の平面において、弁座にわたる摺動
するように堅硬な連結部２７２を介して堅硬な弁板を支持する。長尺状の要素２７１は首
部における垂直平面において有限なピッチ及び運動を許容する。これは、移動の際に過度
な摩擦を受けないとともに、弁板が弁座に対して封止することを許容する。図１２ｂは類
似のアクチュエータフレーム２７０を示す。このアクチュエータフレーム２７０は単一の
横木フレーム２７４を含む。この場合において、横木フレーム２７４は上から堅硬な弁板
を覆うように支持する。この場合において、弾性力のあるヒンジ連結部２７２は弁板を支
持しガイドする。弁板へのこれらの取り付け部は弁板の重心の何れかの面及びレベルにお
いて対称的配置される。
【０１２４】
　図１０及び図１１は本発明の第四実施様態に係る二つの代替の多段式のアクチュエータ
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フレームを示す。この多段式のアクチュエータフレームは図６及び図７に類似しているが
、それぞれは位置機構及びダンピング機構を含む。ストッパーに対しての弁板の往復運動
の快速な加速及び減速は望ましくない反発を発生させる。反発の理由は望ましくない、特
に弁板は閉鎖している時、顕著である。この状態において、それが反発した後、ガスの圧
力は弁板を一定位置へロックさせることは可能である。しかし、これが適切に封止されて
いない場合、例えば、弁板及び弁座の間に小さい隙間が存在し、その隙間はバルブを一定
位置に保持する圧力を十分に許可する場合、弁は適切に封止されていることを有効に意味
していない。従って、バルブは耐圧性を有していないため、これは圧損によって漏れの可
能性がある。フレームの使用は弁板自身の磨耗を抑制する同時に、何れかのより重いアク
チュエータフレームの反発もバルブを反発させることができる。従って、いくつの配置に
おいて、磨耗及び／もしくは反発を最小化するために、その往復運動の各端部に停止する
ように、ダンピング機構を利用してアクチュエータフレームを減衰することが望ましい。
【０１２５】
　何れかの適切なダンピング機構が利用されてもよい、しかし、上記に記述したように、
衝撃減衰機構は特に有効である。図１０に示すように、下流側の横ビームはエンドピン２
５２を有し、エンドピン２５２は、下記の図１４に更に記載されたタイプであり、衝撃減
衰機構／ガスダンピング機構２５４の組み合わせと関係している。図１１に示すように、
下流側の横ビームは、下記の図１３に更に記載されたタイプであり、衝撃減衰機構２６４
／２６６と関係するツインフォークを設ける端部２６２を有する。
【０１２６】
　図１４は複動発射方式で、マルチダンパーアセンブリ６１、即ち、移動の両端において
、往復運動を減衰することができる機構の概略図を示す。従って、突然な停止の代わりに
、より段階的な減速を得ることができる。
【０１２７】
　アーム６２はアクチュエータフレームの一部であり、左右にリニアする快速な往復運動
を受けている。アームの端部は弾力のあるカンチレバー６４の形でアーチ形状を有する普
通なダンパーに固定される。カンチレバー６４の長さ及び弾力はアームを自由に往復運動
させることを許可するが、その運動をアーチ内に制限する。（アーム６４は図１０のピン
２５２に相当する。ピン２５２はより自由的に移動する必要がある場合、即ち、ピン自身
がアーチに延びる場合において、カンチレバー６４は図１０から選択的に削除されること
ができる。）各ストロークの端部において、ダンパー６４（もしくはピン２５２）はそれ
ぞれのマルチダンパー配置６６及び６６’に突き当たっている。マルチダンパー配置６６
及び６６’のそれぞれはより短いマルチカンチレバーアーム６８を含む。
【０１２８】
　この例において、二つダンピング機構は特に有効にアーム６２の動作を遅らせる。アー
ムは衝撃減衰によって減速される。衝撃減衰、例えば、より短いマルチカンチレバーアー
ム６８の湾曲の板部の近傍における連続的な衝撃であり、かつガスは近傍の板部から押し
出されることによってそれらの板部においてエネルギーを減衰するセカンダリガスダンピ
ングを有する。従って、アクチュエータフレームアームは減速され、ハードな停止による
望ましくない反発の可能性は回避できる。
【０１２９】
　図１３ａ及び図１３ｂのダンピング機構に戻ると、これは、リニア往復運動のアクチュ
エータフレームアーム３２２を減衰できる複動発射方式のダンパーアセンブリ３２０を示
す。このアーム３２２は図１１のアクチュエータフレームの横ビームの端部２６２に相当
する。アーム３２２のツインフォーク２６は反対の突き当て面２４を提供する。反対の突
き当て面２４は、アームの運動を停止させる静的なストッパーのような対象物に正常的に
突き当てる。この場合において、ストッパーを複動発射方式のダンパー機構に代えて、段
階的な減速を得ることができる。
【０１３０】
　ダンパー機構はハードで、固体で、円柱状のパックの形で、単一の、普通なダンパーマ
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スを含む。これは葉状のスプリング３３０により、アーク内で、固定の普通なカーブブラ
ンケットアセンブリ３４及び移動できるツインフォーク２６の突き当て面３２ａ～３２ｄ
の間において、往復の反発が制限される。図１３ｂに示すように、ブランケットアセンブ
リは上側のアーム３６０、下側のアーム３８０及び長さ方向において、上側及び下側のア
ームより外側へ延びる円柱状のパックダンパー２８を有する。そのため、ダンパーはブラ
ンケット３４の一面における上側及び下側のアームから離れるように反発される場合、マ
ス４０の中心（取り付け部のポイント）の周りにおいて安定した角度応力を得ることがで
きる。図１３ｂに示すように、往復運動のアーム３２２は、上側及び下側アームの間の運
動平面においてリニアに前後に往復運動を行う。ストロークの各端部において、一つのフ
ォーク２６はカーブ状のブランケットアセンブリ３４の外側に移動する。従って、パック
ダンパー２８は、突き当て面３２ａ／３２ｂ及び複数な衝撃によりアームの運動エネルギ
ーを減少するフォーク２６の間において、類似的に、突き当て表面３２ｃ／３２及び他の
フォーク２６の間におけるアームのストロックの他端において、前後に反発する。従って
、アクチュエータフレームの端部は段階的に減少され、突然な停止による反発を回避でき
る。
【０１３１】
　本発明を、特定の実施様態を参照して、説明したが、本発明は、本明細書に記載した実
施様態に限定するものではなく、本発明の範囲から逸脱することなしに、本発明の様々な
変更が許可されることを理解すべきである。上述説明したように、本発明はリニア往復運
動に関して主に説明したが、本発明の様々な実施様態は回転往復運動のバルブの環境に適
用してもよい。又、平坦状の平面状の弁板は主に説明したが、様々な実施様態に係る弁板
及び弁座（及びアクチュエータフレーム）はカーブ状の平面に位置する。特に、この平面
における往復運動のモードは回転である。

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図２】
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【図１１】 【図１２ａ】
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